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１．はじめに

「福祉国家」は社会科学の重要な研究テー

マの１つである。それは，政治・経済・社会

といった多方面からの考察が可能であると同

時に，学際的な性格を持つ（１）。経済成長と社

会的公正が共存可能であった１９７０年代初めま

で，福祉国家は「繁栄と成功のシンボル」と

して支持されていた。これを具体的に体現し

ていたとされたのが北欧・西欧諸国であり，

非�北欧・西欧諸国からすればそれは「目指
すべき目標」であった。

ところが，１９７０年代半ばから１９８０年代初め

にかけての「危機の到来」により様相は大き

く変化した。低成長経済・人口の高齢化・産

業構造の高度化・個人の価値意識の変化といっ

た社会経済的な現象を契機として，「福祉国

家」はポスト工業段階の新しい経済社会の到

来を踏まえ、「危機への処方箋」を描く必要

性に直面した。その過程で新自由主義に代表

される「福祉国家批判」（２）が思想的にも現実

政治においても一定の影響力を持つに至った

１９８０年代～１９９０年代以降，福祉国家に係る学

界での言説は，「福祉国家の多様化」を前提

として類型論や国際比較研究が興隆した。こ

の間，現実世界と学界の双方において，「福

祉国家の限界と可能性」を巡って理論的・政

策論的な議論が行われ，「ポスト福祉国家」

をめぐる着地点は未だ決着をみていない。

２１世紀の最初の１０年を経過した現在，当該

領域の研究へ与えられたテーマは「福祉国家

の持続可能性」であろう。言いかえれば，こ

れまでに作られた生活保障システムあるいは

社会経済構造の全てを破壊することなく，そ

の遺産を継承しつつも環境変化に即した新し

いプランを見出す必要性がある。そのために

「福祉」の公私関係や雇用と社会保障の関係，

さらにはジェンダー関係や家族支援のあり方，

さらにはポスト工業段階における経済成長戦

略等について再検討し、機能不全になった２０

世紀モデルを越えた「ポスト福祉国家モデル」

を構想しなければならない。将来を見据えた

ビジョンに求められる視点は，単なる財源論

に終始する負担と給付の見直しのような「マ

イナーチェンジ」ではなく，既存の制度構造

の前提である社会的・経済的条件を根本的に

見直し，福祉国家を新たに作り変える「フル
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モデルチェンジ」でなければならないはずで

ある。

福祉国家に係る学術研究領域は，通常，

「福祉国家論」「福祉国家研究」として括ら

れ，両者の間に差異はないと理解されてい

る（３）。しかし本稿では「福祉国家論」という

表現を意図的に用いる。その理由は，「福祉

国家論」が主に西欧を典型例とする先進諸国

を対象とし，「福祉国家の歴史的起源と発展

過程，さらにはその理念・制度・政策実践に

関わる事項を論究する」ものであることに加

え，「福祉における国家の役割（守備範囲）

とその目的・根拠について論究すること」に

関わるとすれば，「福祉国家�論」ではなく
「福祉�国家論」という観点からも「福祉国
家」を考察することは，「福祉国家とは何

（であったの）か」について，その歴史的位

置の再解釈に寄与すると考えられるからであ

る。

このような問題意識の下，本研究は「福祉

国家論」の理論的基盤について批判的考察を

行うことで，２０世紀半ばに本格的に成立した

とされる「福祉国家」の「論じ方」を相対化

し，新たな「論じ方」を構築するための足掛

かりとしたい。これは，本研究が「福祉国家

論における福祉国家の論じ方」についてメタ

的にアプローチ（４）することで，「脱�福祉国家
論的に福祉国家を論じる」ための前段階作業

に位置していることに由来する。２０世紀の遺

産を継承しつつも，それとは異なる２１世紀型

福祉国家モデルを構想するためには，「福祉

国家論」について批判的考察をしながら福祉

国家を「再解釈」することを通して，歴史的

かつ類型的に位置づけ直した上で，その現代

的意味と課題について再考する作業が必要に

なろう。未来への展望が見えにくい現代にお

いては，「過去の軌跡の自明性を疑う」とい

う作業を通じて，ポスト福祉国家をどのよう

に構想するのか，どのように構想されるべき

なのかについても見えてくる。

以上を踏まえ，本研究では「福祉国家」に

ついて論じる「福祉国家論」が依拠する「国

家論」を批判的に考察し，その歴史的特殊性

と現実世界との乖離・矛盾について論じる。

その際，「福祉国家論」の依拠する国家論と

して社会契約論と国民国家論を設定する。そ

の理由は，現代国家が近代以降に形成された

国家モデルを基礎とする「近代国家パラダイ

ム」の延長戦上に位置しているならば，「福

祉国家」も「近代国家として存在している」

からである。「福祉国家論」における福祉国

家を相対化するためには，その基礎として近

代国家を形づくる２つの「国家論」について

取り上げることが有効だと考える。この点を

踏まえ，研究の視点として以下２点を示す。

第１に社会契約論について，その主張の要

点を今一度確認し，「福祉国家」を論じる際

に生じる限界および問題を明らかにする。近

代国家という意味で「国家の成立（起源）」

について議論する場合，社会契約論は所与の

前提として位置づけることが通常であるが，

そこでの理論的矛盾について言及する。

第２に国民国家論であるが，そこで描かれ

る国民国家像とそれを支える要素について整

理した上で，社会契約論を基礎とし，その延

長線上にある「国民」「国民主権」「デモクラ

シー」の意味について批判的に考察する。加

えて，国民国家の両義性について述べる。

２．福祉国家論の論じ方―福祉国家の
輪郭

（１）国家を論じる

まずは，「国家」概念について辞書的定義

みておこう。『政治学事典』によれば，「国家」

とは中国語に由来する用語として，一般に一

定の領域内の住民に対し統制権を行使する権

力機構をさすものとされる。一方，ヨーロッ

パの用例は，通常，絶対君主国家以降の近代

国家，すなわち住民に対して排他的かつ全面
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的な統制権をもつ主権国家を指す。その意味

での国家は，主権の裏付けとなる軍隊および

警察組織を独占し，行政を支える官僚機構を

備え，通貨の発行，課税や関税などの経済・

財政の権力をもつことで成立する。

つぎに，引用されることが多いウェーバー

の定義によれば，国家とは，「自己の行政幹

部が諸秩序の実施のために物理的強制の正当

な独占を効果的に要求するとき，かつその限

りでのアンシュタルト（＝諸秩序が一定の有

効範囲内で一定の各行為に効果的に強制され

る団体）経営」（Weber＝１９８７：８０，８４）と
なる。ここでのポイントは「物理的強制（＝

暴力）の正当な独占」が国家とその他の団体・

組織とを区別すると見なしている点である。

その理由としてウェーバー（＝１９８７：８５）は

次の４点を指摘する。①国家をその目的とい

う観点から定義することは不可能である。②

食料調達から芸術保護に至るまで，国家が追

求しなかった目的は１つもなかった。③個人

の安全保証から裁判に至るまで，あらゆる国

家が追求した目的は１つもなかった。④した

がって，国家の特質であり，その本質にとっ

て不可欠である手段，すなわち暴力行使によっ

てのみ定義することができる。

ウェーバーによる国家の定義は，理念的で

あるという側面はあるが，「その定義は集権

度の高い西洋の国家を暗黙の前提としている

ことに加え，一般的な定義としては奇妙に自

民族中心的に見えるにもかかわらず，今日な

お有効である」（Gellner＝２０００：６）。
さらに，ギデンズは「国家一般の特徴」と

して，「暴力集団を独占する権利の専有と，

その専有が領土権という何らかの類の概念構

成と結びついていること」（Giddens＝１９９９：
２８）をあげた上で，国家とは，「法的支配が

領土面で整然と確立され，支配維持のために

暴力手段を発揮することが可能な政治的組織」

（Giddens＝１９９９：３０）と定義している。
「暴力の独占」という点でウェーバーとギデ

ンズは共通しているが，一般的な国家の定義

としてはこのような理解が現実世界を想起し

た場合にも妥当性がある。

以上のように，国家について論じる学問領

域が「国家論」である。『政治学事典』によ

れば，国家論とは，国家の本質・起源・分類・

価値を論ずる思想・学問である。国家の起源

については、大きく分けると「実力説」（征

服説と階級説）と「契約説」がある。前者は，

強い力を持った集団が国家を創設したという

発生論的な立場であり，後者はいわゆる「社

会契約説」である。加えて，国家と社会の関

係について考える場合，国家の社会に対する

絶対的優位性を唱える「一元的国家論」と国

家は社会における集団の１つにすぎず，他の

集団に対する優位性は程度の問題であるとす

る「多元的国家論」という２つの立場がある。

さて，立場の違いはあっても「国家を論じ

る」という場合，そこにはどのような内容が

含まれているのであろうか。この点について，

村上（２００７：２０�２１）は，「国家論は如何なる
分析要素から構成されているのか」という論

点から５つの分析要素を抽出した。それは，

①国家成立論，②国家機能論，③国家機構論，

④国家構造論，⑤国家本質論である。言いか

えれば，これは「国家論」と命名されている

学術的営為が「論じる視点」からどのように

分類できるかを示したものといえよう。この

中で，①の国家成立論として社会科学で一般

的に流通しているものに社会契約論があり，

このことは「国家の支配権力の源泉を何に還

元するか」という意味で，④の国家構造論に

もつながる。さらには「国家の支配正統性」

を何に帰着させるかという点で，⑤の国家本

質論へと接合する。このような枠組みから見

れば，「福祉国家論」は「福祉国家」を②な

いしは③の観点からの分析・考察が中心であ

る。しかし，それは①④⑤との関係で規定さ

れる側面を有すると捉えるべきである。

つまり，「福祉国家論」が「福祉国家」を
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論じる際に，「国家機能」という視点に立っ

ているとすれば，その前提には「福祉国家＝

近代国家」という構造が存在していること，

ひいては近代国家を成立させている理論的基

盤である社会契約論と国民国家論が前提とし

て横たわっていることにあらためて気づく。

「国家の起源」や「国家の本質」は，「国家

機能」がいかなるものであると認識するかを

方向づける。「福祉国家論」で論じられてい

る「福祉国家」を相対化するということは，

「福祉国家論の論じ方」とそれを支えている

理論枠組みの自明性への疑義に基づく批判的

考察なしには不可能といえよう。

（２）福祉国家概念をめぐる問題

社会科学研究では，議論の対象についての

概念や定義の明確化は必須の作業であること

を考えれば，「福祉国家とは何か」という根

本的な問いは福祉国家論においては避けて通

れない命題である。しかしながら，福祉国家

論では，「福祉国家」についてあらかじめ定

義することなく議論が始められることも多く，

「所与のもの」として扱われることは珍しく

ない。

一方で，「社会保障」「社会政策」など「福

祉国家」の関連概念を使用する際にそれぞれ

の区別が厳密になされているとは言いきれず，

互換性のあるものと見なされることも常態化

している。例えば，田多（２０１０：４７４）は，

「福祉国家」とは国家のあり方を指す用語で，

「社会保障制度」はその福祉国家を構成する

１つの制度を指す用語であると指摘している。

換言すれば，「福祉国家は社会全体の体制」

を意味するのに対して「社会保障制度はその

重要な構成要素ではあってもその中の一部」

でしかない。したがって「福祉国家が社会保

障制度と同じであるはずがない」と主張する。

具体的に「福祉国家」の概念整理をしてい

る先行研究の例として武川（２０１０）がある。

そこでは，「福祉国家の当為概念（規範的な

理解）」と「福祉国家の存在概念（記述的・

分析的な理解）」（武川２０１０：４１）という２つ

に区分している。前者は第２次世界大戦中の

イギリスを典型例とするものであり，福祉国

家の生成期（戦後）において当為概念が支配

的になったのは，「国家目標」としての福祉

国家が語られたからである。これは福祉国家

への価値判断が明確に示されている。また，

後者は「国家がどのような活動を行っている

かといった点から福祉国家を定義しようとす

る」（武川２０１０：４３）もので，国家の目的よ

りも手段に注目した概念である。ここでは福

祉国家に対する価値判断は明示的ではない

（あるいは価値判断への関心が二次的である）。

著者は以前に「福祉国家」概念の多様性と

曖昧性について論じ，概念規定の類型化を試

みた（伊藤２０１０：１１�１７）が，「福祉国家」の
概念やそれが意味する内容が何であるかにつ

いて共通理解が得られていないこと，加えて

共通理解を得ることの難しさは，諸研究者に

よっても指摘されている（Esping�Andersen
＝２００１：１９，Spicker＝２００４：１８５，金２０１０a：
１１，金２０１０b：５１６�５１７など）。
このような状況のなか，議論の妥当性につ

いて評価することは容易ではなく，「福祉国

家論」にで共有されるべき課題であるとはい

え，早急に結論を出すことは困難な課題であ

る。

（３）福祉国家論の論じ方

先に見たような概念規定をめぐる課題があ

りつつも，福祉国家は論じられてきたのであ

り，現在もそれは続いている。そこには「暗

黙の合意」なるものが存在している。それは

つまるところ，教科書的な意味で頻繁に用い

られる①「混合経済体制」，②「社会保障制

度」，③「完全雇用政策」を構成要素とする

現代国家としての「像（イメージ）」であろ

う。このこと自体が大きな事実誤認ではない

が，一般論ともいえる上記の認識は，「福祉
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国家をどのような観点から語るのか（語った

のか）」という点について議論の俎上から後

退させた。先の３つの要素は，いずれも「国

家＝政府が何をするか」という「国家機能」

的観点から「像」を描いている。「所与のも

の」というのは，「要素そのもの」だけでは

なく，「どの観点から」という意味でも妥当

するのである。以下では５点を例にとって福

祉国家論における「福祉国家の論じ方」を相

対化する作業を試みたい。

第１に問題となるのは「福祉国家の起源・

成立」に関する認識である。武川（１９９９：３６�
３７）によれば，福祉国家の起源は①第２次世

界大戦後説（社会政策の整備と完全雇用を志

向する需要管理型の経済政策の結合），②両

大戦間期説（国家による広範な社会政策給付

の出現），③ビクトリア朝説（国家権力の成

立）の３つに分けられ，その中のいずれかが

正しいというよりも，どの側面に注目するか

によっての違いであると理解した方がよいと

される。このような見解は，諸研究者のそれ

ぞれの立場を反映したものであり，通説とし

ては「福祉国家の成立時期」を整理する上で

有効かつ妥当なものである。

しかしながら，上記の３つの学説を区別す

る際の基準もやはり「国家機能」的な視点に

由来している。いわば，「ある国家が何らか

の必要条件を満たしたことで『福祉国家にな

る』ということ」である。そして，それは

「なぜ福祉国家が出現したのか」という問い

を前提としていないため，「起源論」という

より「概念論（条件論）」としての性格が強

い。

第２に，「福祉国家論」でよく用いられる

「ケインズ主義的福祉国家」という表象につ

いてみていこう。第２次世界大戦後，先進資

本主義諸国で形成・確立され，１９７０年代半ば

以降の世界的経済危機の中で，その浸食と危

機が問題となっている国家体制は，しばしば

「ケインズ主義的福祉国家」と呼称され，そ

の用語法は定着している。このことについて，

「『ケインズ主義』と『福祉国家』が結合す

る理由は必然なのか」（稲葉・立岩２００６：１５）

という指摘がある。その理由は，理論上，ケ

インズ政策は金融政策を通じて実施しながら

公共事業も社会保障も，その他市場への規制・

介入も行わない小さな政府＝「ケインズ主義

的再小国家」（稲葉・立岩２００６：１５）を想定

することが不可能とはいえないからである。

これは，「ケインズ主義的福祉国家」と表象

する場合，特にケインズ主義の財政政策に焦

点をあてた立場からその像を描いているにも

かかわらず，そのことが「福祉国家」に対す

る自明性を帯びた論じ方として扱われている

ことを指摘するものであり，「福祉国家論」

の「常識」を覆す見方の例である。

第３に，ケインズ主義と並んで「福祉国家

論」における基本的要素としての「ベヴァリッ

ジ報告」の位置である。ベヴァリッジ報告は，

すべての市民に最低生活保障を提供するため

の制度的仕組みとして構築されたと理解され

ており，実際，それは福祉国家の歴史的展開

をみていく上で不可欠である。２０世紀におけ

る社会権の確立は，ベヴァリッジ報告の最低

生活保障原則によって具体的に体現されたこ

とに加え，イギリス国内にとどまらず広く他

の先進諸国にも大きな影響を与えたものとし

て「福祉国家の基盤」を理念的に支えるもの

と言ってよい。

しかし，ベヴァリッジ報告における「最低

生活費原則」には表裏一体の理念が宿ってい

る。「１つは，最低生活費を保障するという

原則であり，もう１つは看過されかねない点

であり，最低生活費以上を国家が保障しては

ならないという原則である」（毛利１９８４：２４１）。

よって，最低生活保障の水準を公的制度で満

たした際には，「個人が自由な活動や貯蓄を

通じて高い生活水準をめざす余地」（田端

２０１０：２０９）が残されている。換言すれば，

「最低生活水準以上については自助原則によっ
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て達成されるべきである」というベヴァリッ

ジ報告の理念があるにもかかわらず，「福祉

国家論」では「最低生活水準保障」の側面の

みを強調する。これは「福祉国家」を論じる

際に価値志向的であることと無関係ではない。

第４に，福祉国家について論じる場合、税・

社会保障負担の規模は過去から現在に至るま

で頻繁に使用される判断材料である。しかし，

これは客観的な判断基準にはなりえない。な

ぜなら，それは比較対象となる国の間の位置

関係を相対的に位置づけているに過ぎないか

らである。先進諸国を比較すれば，日米はそ

の水準は相対的に低位であり，大陸西欧諸国

（例：フランスやドイツ）は中位，そして北

欧諸国は高位に位置している。そして，この

水準の高低が「福祉国家か否か」について位

置づける際の材料となることは一般化してい

る。このような観点に立てば，北欧諸国は

「最も高度に発達した福祉国家」と理解され

るのが通常であり，いわば「大きな政府＝福

祉国家」という方程式についての異論が出る

ことも稀である。このことは，給付規模といっ

た量的側面から福祉国家を論じる立場から，

各国の現実を規定する政治的・経済的・社会

的要因といった質的側面に注目するとされる

比較福祉国家論の主張と両立しない。量的側

面が持つ研究上の意味は依然として絶大であ

り，最終的には「北欧志向的」であることに

価値が置かれている。

最後に，福祉オリエンタリズムで，そこで

は３つの思考法が存在する（武川２００６：１�２）。
オリエンタリズムは，「『東洋』と『西洋』と

されるものとの間に設けられた存在論的・認

識論的区別にもとづく思考様式であり，東洋

を支配し再構成し威圧するための西洋の様式

であり，西洋と東洋とのあいだの権力関係，

支配関係，ヘゲモニー関係に他ならない」

（Said＝１９８６：３�４，６）。このことから「福
祉オリエンタリズム」とは，比較福祉国家論

において非西欧としての東アジアを研究射程

に入れる場合に見られる特質を批判的に指摘

したものである。その要点は，①スウェーデ

ン中心主義（最も発達した福祉国家はスウェー

デンであり，他国はそこからの乖離度で位置

づけられる），②ユーロセントリズム（ヨー

ロッパ中心主義：欧州については詳細な比較

研究を行うが，非欧州諸国は差異を捨象して

同一視する傾向がある），③エスノセントリ

ズム（自文化中心主義：比較基準の軸は欧州

とされ，非欧州の特徴は文化本質主義的に説

明される）である。「福祉国家論」では，東

アジアのみならず，非西欧出身の研究者も無

意識に福祉オリエンタリズムの思考を内面化

している事態が散見される。

３．社会契約論 ／ 国民国家論の要点

（１）社会契約論

社会契約論の登場の背景として，ヨーロッ

パの近代初期には絶対王政が存在していたが，

その際には主権国家の成立について見ておく

必要がある。

例えば，西欧における絶対王政へと繋がる

主権国家の成立について木村（２００９：９�１０）
によれば，①当時の国王からすれば国内に存

在する封建領主の独立性を崩壊させ，国内統

一を志向する過程から生じた，②国内統一プ

ロセスにおける戦争システムの高度化は，戦

費調達方法の量的・質的向上を要請し，効果

的な課税・徴税のために行政機構（官僚機構）

の整備を必要とした，という２点を指摘でき

る。また，主権概念については，「他のいか

なる外的な権力から独立して国王が至高の絶

対的権力を持つという観念について，次第に

姿を整えてきた国際世界すなわち複数の国家

が相対峙するヨーロッパの政治状況を理論的

に定式化するもの」（木村２００９：１０）として

位置づける。その上で，主権概念が定着する

ことと国家の輪郭が鮮明になることは連動し

ていたという認識に基づき，至高の権力を付
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与されたのが国王である場合，「そこで行使

される権力が主権として他のいかなる権力と

も異質であると捉えられるとき，そこでの権

力関係は独自の基盤」（木村２００９：１０）を獲

得する。このように，中間団体が次第に整理・

粛清されていった結果，国王による一元的な

支配が完成した。これが絶対王政であり，

「対抗勢力が存在しない国王の絶対的権力を

理論的に表現したものが主権という概念」

（杉田２００１：５１）に他ならない。

さらに，丸山（２０１０：４０２）は，「教皇と神

聖ローマ皇帝との二重の神政政治体制の崩壊

から近世国民国家が誕生した」ことを指摘し

つつ，それを担った絶対君主は，外は教皇及

び皇帝に対し，内は封建諸侯・ギルド・自治

都市等の勢力に対して，主権の唯一不可分絶

対性を強調しつつ権力的統一を完成させていっ

た経緯を強調する。近世初期には王権神授説

が絶対君主の正統性を擁護する理論として用

いられたが，神権説そのものも次第に内的な

変質を遂げた。いわば，「王は神聖なるが故

に最高権力を持つのではなく，逆に最高権力

を持つが故に神聖となった」（丸山２０１０：４０２�
４０３）のである。

このような絶対王政の歴史的・理論的背景

に対して，全く新しい枠組みを提供したのが

社会契約論であるが，以下ではボッブズ・ロッ

ク・ルソーによる社会契約論の要点について

整理する。

まずは，ホッブズである。ホッブズは，

「人間の自然状態は各人の各人にたいする戦

争状態」（Hobbes＝２００９：１７８）であり，生
き抜くための安全はいかなる人間にも保証さ

れてはいないため，この場合，自己の生命を

維持するためには，どのような手段も認めら

れるとした。その理由は，なんら権力が確立

されておらず，あるいは安全を保障するに足

るほどに権力が強力でない場合には，「人間

はすべて他人に対する警戒心から，自分自身

の力と技能に頼ることになる」（Hobbes＝

２００９：２３２）からである。ただし，多くの人

間にとって畏怖の念を抱かせる共通権力がな

くても，「正義を守り，自然法を遵守するこ

とに同意すると仮定できるならば，人類全体

についても同様であると仮定でき」（Hobbes
＝２００９：２３４），服従がなくても平和があるこ

とになるので，コモンウェルスも存在する必

要もないとした。

ホッブズの考えたコモンウェルスは１つの

人格であり，「その行為は多くの人々の相互

契約により，彼らの平和と共同防衛のための

すべての人の強さと手段を彼が適当に用いる

ことができるように，彼ら各人をその行為の

本人とすること」（Hobbes＝２００９：２３８）で
ある。この人格を担う者が「主権者と呼ばれ，

主権を持ち，そして彼以外のすべての者は国

民」（Hobbes＝２００９：２３８）とされた。人々
が，他のすべての人々から自分を守ってくれ

ることを信じて，ひとりの人間または合議体

に，自発的に服従することに同意した場合，

それは「政治的なコモンウェルス」または

「設立されたコモンウェルス」（Hobbes＝
２００９：２３９）となる。

つぎにロックである。ロックによれば，自

然状態では「人間は完全に自由な状態であり，

そこでは自然法の範囲内で，自分の行動を規

律し，その財産と一身とを処置することがで

き，他人の許可や意志に依存しない」（Locke
＝１９６８：１０）。それはまた「平等の状態」

（Locke＝１９６８：１０）でもあり，そこでは一
切の権力は相互的であり，何人も他人より以

上のものはもたない。いわば，人間は生まれ

ながらにして皆平等であり，「完全な自由と

自然法上の一切の権利特権を無制限に享有す

る権原」（Locke＝１９６８：８８）を持つと想定
される。このように，ロックの想定する自然

状態では，諸個人は生命・財産・自由への権

利を平等に保持している。

また，ロックの理論では所有権について言

及している点が重要である。ロックは個人が
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誰でも自分自身の一身については所有権をもっ

ており，個人の身体労働によって得られるも

のに関する私的所有について述べている。例

えば，「共同で権利を持っている場所で，私

の馬の喰う草，私の召使の刈った芝草，私の

掘り出した鉱石は，誰の譲渡も同意もなしに，

私の所有物となる」（Locke＝１９６８：３４）。こ
のことは，自然がそれをおいた「共有状態か

ら取出すために労働が用いられたという事実

によって，この労を払った者の所有に帰する」

（Locke＝１９６８：３５）ことを意味しており，
今日における私的所有論の基礎を提供してい

るといえるだろう。

さらに，ロックは政治社会が，成員の一人

ひとりが自然権を放棄して，「法の保護を訴

求することを認められる事柄について，これ

を協同体の手に委ねている」（Locke＝１９６８：
８８�８９）場合にのみ成立することを指摘する。
加えて，「各個人が自然法執行権を棄て，１

つの社会を結成するときのみ，政治的または

市民的社会」（Locke＝１９６８：９０）が存在す
ると考えた。このことは，自然状態において

不特定多数の個人が社会関係を取り結び，

「１つの最高政府の下に１つの国民をなし，１

つの政治体を作る」（Locke＝１９６８：９０�９１）
ところでは常に妥当する。もし幾人かの人々

が１つの協同体あるいは政府の創設に同意し

たとすれば，これによって「彼らは直ちに一

体をなして１つの政治体を結成」（Locke＝
１９６８：１００）し，そこでは多数を占めた者が

決議をきめ，他の者を拘束する権利を持つ

（多数決原理）。

最後にルソーである。ルソーによれば，社

会契約のあらゆる条項は，ただ１つの条項に

帰着する。それは，「各構成員は自己を権利

とともに共同体全体に譲り渡す」（Rousseau
＝２００５：２２３）ということである。その理由

は，①各個人は全てを譲り渡すので全員にとっ

て条件は平等となり，誰も他人の条件を重く

することに関心を抱かなくなる，②譲渡が無

条件に行われるならば，結合は完全に実施さ

れ，構成員は要求すべきものをもたない，③

個人はすべての人に自己を譲り渡すので，特

定の誰にも自己を譲り渡さないことになる

（Rousseau＝２００５：２２３�２２４）。そしてルソー
は次のようにいう。「われわれの誰もが自分

の身体とあらゆる力を共同して，一般意志の

最高の指揮のもとにおく。そうしてわれわれ

は，政治体をなすかぎり，各構成員を全体の

不可分の部分として受けいれる」（Rousseau
＝２００５：２２４）。その結果，ルソーの社会契約

論では，①結合行為は公共（主権者たる人民）

と個々人との相互的約束を含むこと，②個人

はいわば自分自身と契約しているので，主権

者の一員として個々人に対して，さらに国家

の一員として主権者に対して，二重の関係で

約束していること（Rousseau＝２００５：２２６）
が主張された。

ルソーの場合，各個人は一般意志に反する

可能性があり，共同利益からかけ離れた意思

を保持することにより，個人は義務を果たさ

ず，権利のみを享受することを懸念していた。

よって，社会契約を無益な公式に終わらせな

いために，「一般意志に服従を拒む者はだれ

でも，政治体全体の力によって服従を強制さ

れる，という約束を暗黙のうちに含んでおり，

この約束のみが他の約束にも効力を与える」

（Rousseau＝２００５：２２９）とした。したがっ
て，「一般意志のみが公共の福祉という国家

設立の目的に従って，国家の諸力を指導しう

る」（Rousseau＝２００５：２３６）のである。こ
のとき，主権は一般意志の行使にほかならな

いために譲り渡すことはできず，その意味で

「主権者は集合的存在にほかならないため集

合的存在によってしか代表できない」（Rous-
seau＝２００５：２３６）ことが前提される。
さらに，ルソーの社会契約論の特質は，社

会契約が「契約当事者の生命維持を目的とす

る」（Rousseau＝２００５：２４９）ものと位置づ
けられていることである。このことは，「執
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政体が『お前の死は国家のためになる』と言

えば，市民は死ななければならない」

（Rousseau＝２００５：２４９）ことを意味する。
なぜなら，それまでの安全な生活は，社会契

約の下においてであって，「その生命はもは

や自然の恵みではなく，国家からの条件付き

の贈り物」（Rousseau＝２００５：２４９）だから
である。

以上，ホッブズ・ロック・ルソーの社会契

約論について概観したが，三者の主張にはそ

れぞれ差異がみられるのであるが，身分制に

基づく支配�服従関係を理論上解体し，「自然
状態」を想定した上で，そこでの諸問題を解

決するために，個人間の主体的意志行為によ

る契約に支配�服従の正統性の論拠を求め，
それに基づいて国家（政治社会）の構成原理

を構築するという点では共通している。その

意味で，それまでの絶対主義国家に代わる近

代国家の登場をもたらす重要な指導原理とし

て大きな意味を持つことに加えて，自由主義

と近代民主主義の確立において大きな影響を

及ぼしたと理解されている。

（２）国民国家論

今日では，近代国家はすべて国民国家とし

て理解されており，自明視されることが通常

である。以下では，国民国家論の主要な構成

要素である「国民国家」「国民」「ナショナリ

ズム」をキーワードにしながら，その要点に

ついて整理しよう。

国民国家とは，辞書的定義に従えば，「国

家主権がその国に帰属する不特定多数の市民

（人民）の手にある主権国家」である。今日

では，国際関係における行為主体としての主

権国家は国民国家であることが要求されるこ

とが一般化している。そして，国民国家の典

型は世襲的かつ特権的主権者としての支配者

（君主）の存在を否定した共和制である。そ

こでは，国民経済・国民文化の中で国家権力

分立の制度に基づいた民主政治の理念を受け

入れ，相異なる個々の利害関心を全体的利益

に変換する仕組みを操作する能力を有してい

る同質的な国民（市民・人民）が構成員とし

て想定されている。

ギデンズは国民国家を「境界画定された権

力容器」（Giddens＝１９９９：１４２）と表現した。
その理由は，国民国家は，他の国民国家と形

づくる複合体のなかに存在し，「画定された

境界（国境）をともなう領土に対して独占的

管理権を保有する一連の統治制度形態」

（Giddens＝１９９９：１４４）であり，この国民
国家による支配は，「法とさらに国内的およ

び対外的暴力手段にたいする直接の統制によっ

て正統化」（Giddens＝１９９９：１４４）されると
考えられるからである。近現代の国民国家に

おいてのみ，国家装置は，「通例暴力集団の

独占を首尾よく権利主張でき，また，近現代

の国民国家においてのみ，国家装置の管理範

囲は，「明らかに暴力集団の独占の権利要求

が出来る領土境界と完全に一致する」（Giddens
＝１９９９：２８）。ギデンズの整理からわかるこ

とは，国民国家が①（主権国家として）境界

内の領土において成立すること，②領土内

（国内）で暴力手段の独占的正当化が確保さ

れていること，の２点である。

さらに，国民については「明確に境界画定

された領土のなかに存在する集合体」（Giddens
＝１９９９：１３８）であると同時に，国家が，「自

国の主権を権利要求する領土全域に対して一

体化された行政範囲を獲得したとき，はじめ

て存立できる」（Giddens＝１９９９：１４１�１４２）
と述べている。

ベネディクト・アンダーソン（Anderson
＝２００７：２４�２６）によれば，「国民」とは，①
実際には不平等と搾取があるとしても，常に

水平的な深い同志愛として心に思い描かれる

イメージとして心に描かれた想像の政治的共

同体であり，それは②国境の向こう側には他

の国民がいるという意味で本来的に限定され，

かつ③王権神授的秩序の正統性を破壊した時
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代に生まれたという意味で主権的なもの（最

高の意思決定主体）として想像される。そし

て，国民を想像するという可能性それ自体が，

「古来の３つの基本的文化概念が公理として

人々の精神を支配できなくなったそのとき，

はじめて歴史的に成立した」Anderson＝
２００７：６３）と指摘する。３つの基本的文化概

念とは，①聖典語だけが真理の不可分の一部

であり，存在論的真理に近づく特権的手段を

提供するという観念，②社会が，神的摂理に

よって支配する王の下で，その周辺に自然と

組織されているという信仰であり，そこでの

人びとの忠誠は，必然的に階層秩序的で求心

的なものである，③宇宙論と歴史とは区別不

能であり，世界と人の起源は本質的に同一で

あるという時間観念である。そして，これら

の連結的確実性の減衰を促進したのが，経済

的諸変化，コミュニケーションの発展，そし

て出版資本主義であったという。１８世紀ヨー

ロッパにはじめて開花した「２つの想像の様

式，小説と新聞」（Anderson＝２００７：５０）こ
そ，国民という想像の共同体の性質を表示す

る技術的手段を提供した。

最後にナショナリズムである。ギデンズ

（Giddens＝１９９９：１３８）は，ナショナリズ
ムを欠いたなら国民社会の形成がなかったか

という点は不確かであるとはいえ，「少なく

とも近現代的形態のナショナリズムは，国民

の形成を欠いては存在できなかった」ことを

指摘している。ナショナリズム研究の著名な

論者であるアーネスト・ゲルナー（Gellner
＝２０００：１�２）は，ナショナリズムについて，
①（感情あるいは運動として）政治的な単位

と民族的な単位とが一致しなければならない

と主張する一つの政治的原理，②支配者が非

支配者の多数と異なる民族の場合，政治的な

公正さに対する耐えがたい侵犯であるとみな

す，③エスニックな境界線が政治的な境界線

を分断してはならないと要求する政治的正統

性の理論であると述べた。このことは，ナショ

ナリズムの問題は国家のない社会には起こら

ないという認識に由来する。もし国家なけれ

ば境界と民族の範囲が一致するかを確かめる

こともできず，「国家がなく支配者もいない

となれば，支配者と被支配者の民族同一性を

問うこともできず，ナショナリズムの原理の

要求通りになっていないことへの不満をぶつ

けることもできない」（Gellner＝２０００：７）
のである。よって，ナショナリズムは，「国

家の存在がすでにおおむね当然視されている

環境でのみ現れる」（Gellner＝２０００：８）と
いうこともまた，真実だと想定されている。

政治的に集権化した単位の存在，そしてその

集権化した単位が当然視され，あるべき規範

として扱われているような道徳的・政治的風

土の存在が，ナショナリズムの十分条件では

なくとも，必要条件といえよう。ナショナリ

ズムが求めるのは，「国民の政治的自律＝

『民族自決』」（齋藤２００８：７）であり，帝国

主義や植民地主義のもとでの政治的他律から

の解放であると同時に，「デモクラシーを国

民の自治の実現」（齋藤２００８：７）に結びつ

けようとする運動ともいえる。

４．社会契約論 ／ 国民国家論の批判
的考察

（１）擬制としての社会契約

さきに見てきたように，ヨーロッパ近代で

は，道徳哲学としての近代自然法と社会契約

論というかたちでボッブズ，ロック，ルソー

らによって展開され，「自由・平等・独立の

諸個人の社会契約＝共同の作為による国家

（政治社会）創造」（田口・鈴木１９９７：１７）

が弁証された。福田（１９７１：２４３）によれば，

それは社会契約論が「イデオロギーとしての

主張」を含んでいることを意味する。つまり，

「政治社会を人間の作為とすること，逆にい

えば人間を政治社会の構成者とすること」

（福田１９７１：２４４）が社会契約論の共通する
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特質といえよう。

塩野谷（１９８４：２３７�２３８）は，社会契約論
で主張される内容は，論者によって異なって

いるが，それらのモデルは「自然法・自然権・

社会契約」という３つの概念が一体化して１

つのパラダイムを形成しているという意味で，

以下の共通性を見出せるという。第１に，自

然法は現実の慣習や法律や制度ではなく，人

間の本性や事物の本質に基づく不変かつ普遍

の道徳規範であり，人間の理性によって形成

されるものと見なされ，これが社会の制度機

構の中に具現化され，有効化されるべきであ

ると考えられた。第２に，国家社会の成立に

先立つ仮説的な自然状態において，人々はす

べて自由，平等であり，自己保存のためにあ

らゆることを行う生得の権利，すなわち自然

権を持つと想定された。第３に，自然状態に

おいては社会的規範が存在しないか，あるい

は不完全であるために，それは存続可能な安

定的な状態ではない。そこで人々は国家を構

成し，国家の法律的拘束のもとに入ることを

決意し，すべての人々の間の相互の社会契約

によって国家社会が成立すると見なされた。

そして，人間の生得の権利を確保するための

人間の理性的契約から生み出されるものが，

自然法である。

これらを踏まえ，社会契約論を批判的に考

察すると，つぎの３点が理論的根拠の乏しさ

あるいは現実世界との乖離・矛盾として指摘

できる。

最初に「自然状態」についてである。社会

契約論において自然状態が想定されるのは，

「正義や社会道徳の根拠についての『契約』

が問題化されうるためには『自然』が発見さ

れなければならなかった」（飯島２００１：４）

からである。いわば，自然状態を意図的に想

定することなしに，「契約による政治権力の

創設」（作為論）というストーリーは成立し

ない。政府の正当性や道徳の根拠は何である

かという問題について，「『契約』（contract），

『約束』（promise），『合 意』（agreement）
がその究極的な理由である」（飯島２００１：３）

という思想は，西洋の政治哲学における歴史

的伝統である。例えば，塩野谷も「自然状態

は社会状態と対比して考えられている仮想的

状態であって，社会契約が行われる場の前提

条件を規定しているにすぎず，それは事実で

も価値でもない」（塩野谷１９８４：２４１�２４２）と
指摘しているように，社会契約を通じて社会

状態が選択されない限り，人々は自然状態に

とどまることになる。しかしながら，そうい

うことは事実上ありえないため，自然状態は

「社会状態が成立しない際の状況を想像上の

情報として示したもの」（塩野谷１９８４：２４１�
２４２）ということができる。

つぎに「諸個人による契約（合意）」とい

う想定である。杉田（２００１：１４６）によれば，

社会契約論で一番重要な点は，「すべての構

成員の同意」である。つまり，「ある政治秩

序を一緒に作ることについて，すべての個人

が１回は同意した」（杉田２００１：１４６）とする

想定である。このことは，①神話的世界の中

で生まれた王権について，人間がそれを変更

することや新たに選択することはできないと

いう考え方を相対化し，②政治的秩序は人々

の選択と無縁にそこに存在するという考え方

に対して，人々は選択すればいつでも新たな

政治的秩序を作ることができるという「作為」

の政治観を定着させた（杉田２００１：１４７）。

田中（２００９：１１９）が指摘するように，１７８９

年に始まるフランス革命においては，旧体制

から断絶した秩序原理が提唱された。そこで

は，「身分制や伝統集団から解放された自由・

平等な個人の『契約』による公権力の樹立と

いう擬制」（田中２００９：１１９）が語られ，個人

は服従するだけの存在ではなく，行為主体

（主権者）として位置づけられた。しかしな

がら，「全ての構成員による合意」なるもの

が現実に存在するという事態に，リアリティ

があると考えることは本当に可能であろうか。
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「国家（政治社会）」の成立が，諸個人の契

約に由来するとすれば，近代以降，現実に存

在した（あるいは今日でも存在する）独裁国

家も「全ての構成員による合意」の産物とし

て位置づけることになるが，実際には「非民

主的である」として「民主主義の敵」と表象

され，好ましくない国家像として描かれる。

「国家（政治社会）」の誕生が，当初から

「契約（合意）」による作為の結果とみなす

ことは，現実世界と照らし合わせた場合に大

きな矛盾を抱えると言わざるをえない。

この点に関連してルソーのいう「一般意志」

についても疑義が生じる。「人民が１つの意

思（民意）を持っている」という想定も現実

を考えると論理的に無理がある。近年では

「民意」について，「伝統的な人民主権論が

想定するような一元的な民意が存在しない」

（曽我部２００７：６）ことが指摘されているこ

とを踏まえても，説得力のあるものとは言い

難い。加えて言うならば，社会契約の世代間

での継続性に関する指摘もできる。言い換え

れば，ある時点である世代の諸個人によって

合意された社会契約は，その後の世代をも拘

束するのか（合意内容は継続して有効か）と

いう問題である。社会規範としての法制度は，

今日では国民投票等の政治的権利の行使によっ

て修正されることがあり得るが，社会契約に

よって設立された国家（政治社会）の存続に

ついて，設立時の合意は後世代をも拘束する

のであろうか。

以上のように，近代の秩序観念は，「すで

に設立されている政府を根底で支えるものは

何であるべきかにかんする解釈を提示するも

の」（Taylor＝２００１：８）だった。つまり，
創設の契約が結ばれたという想定によって政

府は基礎づけられ，かくして既存の政府は疑

問の余地のない正統性を手に入れているとみ

なされる（５）。社会契約論の前提となる自然法

理論とは，「その起源において（現存秩序の）

正統化のための解釈学」（Taylor＝２００１：８）

であった。

（２）国民国家における

「国民主権」とデモクラシーの逆説

近代国家の基本理念は，①立憲主義，②国

民主権，③権力分立，④（議会制）民主主義

といえるが，これは国民国家について考察す

る際にも当然ながら妥当する視点である。こ

こでは特に，②国民主権と④（議会制）民主

主義を取り上げる。国民国家には，その構成

員として多数の「国民」が存在するが，一般

的理念としては，被統治者の一部が国家とい

う統治機構を通じて自己統治するようになっ

たのが「主権者＝統治者」としての国民であ

る。このとき，「国民が集まって国民国家を

作った」という社会契約論的な理解は，歴史

的にみても妥当性が乏しい。そうではなく，

市民革命により主権国家が住民の保護者とな

り，また住民が国家に一体感をもつ「国民」

へと転換するなかで，近代国家は国民国家へ

と移行したのである。このとき，「国民」と

は，「戦争や制服の結果として国境が画定さ

れ，その範囲内に囲い込まれたものとして成

立するもの」（杉田２００１：５５）にすぎない。

福田（１９８８：２１８）によれば国民は自然人

ではなく，「経験的には個々の自然人の一定

の資格を基準とする総体」であるとした上で，

ある自然人の意思が受容され，実現されると

いう意味で国民主権が成り立つ余地はまった

くなく，それは形容矛盾であり，「総体とし

ての国民主権に意味を付与するためには，何

らかの機構が必要である」と指摘する（６）。

国民が主権者とされるのは，「国権の正統

性の源泉」（福田１９８８：２１８）としてであって，

国民が最高権力者であるという認識がリアリ

ティを持って共有されているわけではない。

国家権力に基づく公的部門の行使が，「国民

の名の下において」行われているが故に正当

性（正統性）があることを論理的に担保して

いると理解する方が現実的といえよう。
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例えば，福田（１９８８：２１７）は，日本国憲

法における国民主権の宣言が，「素朴な民主

主義者の期待するように，国民にかつての天

皇の地位を与えたものでない」とした上で，

「国民の信任に絶大な効果がないことは，否

定しようもない実情であるし，まして一人の

国民の不信感など何の力もないことは，それ

こそ万人の実感にちがいない」（福田１９８８：

２１７）と述べている。現実に対する悲観的な

受け止めとも思われるかもしれないこの見解

は，見事に「国民」全体の雰囲気として漂っ

ている国家権力への漠然とした失望・不安を

言い表している。

さて，支配者と被支配者の一致は社会契約

論で主張されたが，それを基盤とする近代主

権国家としての国民国家においては，民主主

義（デモクラシー）に基づく政治的決定が志

向された。その際に用いられるのが多数決原

理であるが，これは社会契約のように利害関

係者が一度は合意（賛成）するという手続き

とは異なり，「多数派の意思＝全体の意思」

という構図を正当化するものである。国民主

権の下での国民の決定とは，「『多数者』が

『少数者』を抑圧するシステムという側面を

持ち合わせており，ナショナル・デモクラシー

とは『多数者の専制』」（杉田２００１：１７０�１７１）
であるという指摘は，デモクラシーが「正し

い手続きである」という認識が内面化されて

いる我々にとって示唆的である。ナショナル・

デモクラシーを主張する場合，国民という単

位の同質性を前提にするが，その際に見過ご

しがちなことは国民内部にある亀裂（異質性）

の存在である。ナショナル・アイデンティティ

は，「国民の『敵』を外部というよりむしろ

内部に見いだしながら，そうした『敵』を排

除ないしは同化の対象」（齋藤２００８：７�８）
として駆りだすことと表裏一体である。「主

権が国民に存するものであり，法は一般意思

の表明であり，『国民』とは統一された１つ

の集合体」（Hobhouse＝２０１０：４９）として描

かれることは自然の摂理ではない。

丸山（２０１０：４２０�４２１）が述べているよう
に，現代においてあらゆる政治的イデオロギー

が好んで用いるのは「集合概念としての『人

民』に支配の主体を移譲することで少数の多

数に対する支配」というあらゆる支配に共通

する本質を隠蔽するやり方である。支配の非

人格化のイデオロギーの最大のものは「法の

支配」である。近代国家を理念的な純粋な型

で捉えてみると，ここでは統治者が特別の権

威を飾る道具を一切用いず，「法の形式的妥

当性の基礎上に政治的支配が行われるのを建

前」（丸山２０１０：３６８）とする。国民国家にお

ける「法の支配」の正当性を支えるものは，

「国民主権」に基づく民意であり，手段とし

てのデモクラシーである。国民国家は「法」

の下で国民の保護者としての地位を確保する。

ところが，ここでは国民への安全の保障のみ

ならず，「成員の生をまもるはずの共同体が

同時に死を求める共同体ともなった」（齋藤

２００８：１１２）を忘れるべきではない。ルソー

によって一般意志として描かれた集合体とし

ての民意は，「国家による安全の保障」と同

時に「国家のために死への動員を正当化」す

る根拠を提供するものでもある。

５．おわりに

本研究では福祉国家論における「福祉国家

の論じ方」を相対化する試みを行うとともに，

福祉国家論の基盤となる国家論として「社会

契約論」と「国民国家論」を取り上げ，その

要点を整理した上で，そこで所与とされてい

る内容について批判的考察を行った。その内

容を今一度要約すると以下のようになる。

まず既存の福祉国家論における「福祉国家

の論じ方」については，①福祉国家論におけ

る「起源論」は「概念論」に還元されている，

②ケインズ主義について偏重した理解がなさ

れている，③ベヴァリッジ報告のある一部分
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のみに焦点化した解釈に依拠している，④福

祉国家か否かの客観的な判断基準はなく対象

国を相対化する目安があるにすぎない，⑤西

欧中心主義的思考に基づく福祉国家の像が前

提となっている，という５点を指摘した。

つぎに，社会契約論におけるホッブズ・ロッ

ク・ルソーの諸説について概観した上で，そ

れを批判的に考察した。そこで述べたことは

「擬制としての社会契約」である。社会契約

論はある理論的仮説（自然状態から社会状態

への移行）の下では一定の論理性を保持して

いるが、「国家（政治社会）」の設立を「諸個

人の契約」によって説明することには論理的

矛盾が含まれており，それは擬制的性質のも

のである。

そして，国民国家論についてはその基礎と

なる「国民」概念が人工的かつ歴史的産物で

あることを踏まえれば，国民国家は近代国家

としての主権国家の遺産を継承しつつ，管轄

領域の内部 ／ 外部を区別することで「国民

福祉（生命の安全）」の基盤を提供している。

しかしながら，それは「安全の保障」のみな

らず「強制的動員」の契機を含むものとして

理解されなければならないことに加え，国民

主権の実体性についてデモクラシーとの接合

を踏まえた肯定的な理解には疑義がある。

以上が本論で述べたことであるが，先に述

べたような近代国家＝社会契約�国民国家パ
ラダイムが土台であるという視点を意識しな

がら，以下では福祉国家について若干の整理・

考察を加えた上で，今後の課題についても述

べたい。歴史的に見れば，社会統合は実態と

してかなり国民統合と重なっており，近代国

家としての国民国家において最も典型的な形

として理解されてきた。その点について大き

な影響を及ぼしたのは，マーシャルのシティ

ズンシップ論であり，ナショナル・アイデン

ティティ（国民的一体感）として「われわれ

意識＝国民の集合的感情」の形成を可能とし

た。いわば，「見知らぬ他者を『われわれの

一員』と見なす機制」（齋藤２００８：１５２）が存

在することを暗黙の前提としてきたのであり，

福祉国家にとっても必要条件である。

フーコーが，「死なせるか生きるままにし

ておくかという旧い権力に代わり，生きさせ

るか死の中へと廃棄するかという権力の登場」

（Foucault＝１９８６：１７５）を指摘したように，
「死の権力」から「生の権力」への統治権の

モード変容は近代における特徴的な変化であ

り，「生の権力」は福祉国家の本質ともいえ

る。資本主義社会においては自助原則が社会

における規範として前提されつつも，「生�権
力にもとづく集合的なセキュリティ」（齋藤

２００８：１２８）は，福祉国家の形成・発展とと

もに拡充され，２０世紀半ば以降，目指すべき

理想としての地位を獲得するに至った。国民

国家としての福祉国家が形成されてきた歴史

的な経緯を振り返るならば，国民の生命を増

強しながら，それを国力（戦力や生産力）の

増強に向けて動員するという「国民統合に向

けての『生の動員』」（齋藤２００８：１７５�１７６）
が意図された。

社会保障制度で中心的位置を占める社会保

険制度は国民国家を単位として成立したナショ

ナル・アイデンティティに基づく相互扶助シ

ステムの典型例であるが，そこでは一定の制

度的な境界をもたざるをえず，その境界は，

「権利（社会保障を享受する権利）と義務

（社会保険料の拠出・納税の義務）をもつ成

員資格」（齋藤２００８：１６８）によって画定され

る。ところが，全ての個人が国民統合の対象

であったかといえば決してそうではない。国

民国家としての福祉国家は，あくまで「特定

の国民という『群れ』を相手にする閉ざされ

たクラブ」（杉田２００１：９０）として存在して

きたのである。

それに対して，同化と排除のない社会統合

を構想する思想として１９９０年代以降のリベラ

ル・ナショナリズムがある。この立場は，

「文化的多元性を抑圧することなくナショナ
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ル・アイデンティティを再構築することを志

向し，国民の間に連帯の意識や相互への信頼

を醸成し，集合的アイデンティティを共有に

依拠して，社会国家や討議デモクラシーを支

えようとする」（齋藤２００８：４０）ものである。

近代国家としての国民国家は長期間にわた

りの所与の前提と見なされてきたが，今日で

はその揺らぎが指摘されている。例えば，武

智（２００３：１�３）は国民国家の揺らぎにつ
いて，以下の３つのレベルで説明する。第１

に，権力の揺らぎであり，正統性をもって国

民を代表する政治家，専門知識をもって国民

を先導する行政官僚制，その権力をもって社

会コンセンサスを形成することが不可能となっ

てきた。第２に，価値の揺らぎであり，それ

は世代間の公平性の問題に加え，行政改革に

おける効率という価値の重要性が増す中で，

効率性を実現しながら新しい社会構想に対応

した価値観の模索を必要としている。第３に，

関係の揺らぎであり，社会問題の国内的施策

による解決だけでは十分ではなく，国際機関

の存在感の高まりや政府のサービス提供能力

の限界が指摘されるにつれ，地方政府・非営

利組織・非政府組織とのパートナーシップが

模索されるようになった。ソーシャル・ガバ

ナンス論や福祉ガバナンス論といった言説は，

上記のように国民国家（＝福祉国家）の安定

性への懸念が指摘される中で，新しい統治シ

ステムを構想しようとするものであるが，そ

れは２０世紀において所与とされた「国民国家

を相対化する試み」（武智２００３：１）といえ

る（７）。

このように見てくると，「福祉国家論」は，

国家の起源を契約に求める「擬制としての社

会契約」と国民国家における擬制としての国

民主権」という２つに依拠した近代国家論パ

ラダイムの延長線上にあると捉えることがで

きるだろう。それは西欧における近代以降の

デモクラシーの発展と合わせつつ，社会契約�
国民国家テーゼという理論的前提の下で「福

祉国家」が登場し，位置づけられるという意

味で特定の歴史性（発展史観）と価値志向性

（西欧的世界観 ／ 善としての福祉国家像）

を内包している。本論で５点に整理したよう

に，「福祉国家論」における福祉国家の描き

方もその方向性の上に成り立っているといえ

よう。

しかしながら，毛利（１９８４：２１４）が指摘

しているように，福祉国家論にはしばしばみ

られる２つの対立軸がある。一方は，福祉国

家を人類の究極的到達目標であるかに理想視

する立場であり，もう一方は，福祉国家を反

革命体制または全体主義国家として「人類の

敵」と見なす立場である。今日では，前者の

側が支配的な位置を占めているように思われ，

後者のような主張が福祉国家論においてなさ

れることは稀であるが，本研究はそのどちら

の立場でもない。むしろ「善 ／ 悪」という

二者択一的な価値論のような枠組みではなく，

福祉国家を「福祉�国家」関係の歴史的類型
モデルの中に位置づけるという歴史論かつ類

型論枠組みを構想するための前段階に位置し

ており，今後はその理論枠組みを仮説的に構

築することが課題となる。

日本で最初の総合的な福祉国家に関する学

術的成果といえる東京大学社会科学研究所

『福祉国家１』（１９８４：２�３）は，今日にも
妥当する重要な指摘をしている（８）。それは第

１に，「建前として福祉を重視しない国家な

どありえない」ことである。第２に現代国家

は多面的であり，アプローチの仕方によって

は産業国家や戦争国家として把握もできるが，

福祉の視角からは福祉国家として捉えられる

ことである。この内容は，福祉国家特に「概

念規定」を巡る課題について論究する際に今

一度考えるべき内容として示唆的である。
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【注】
（１）学問としての「社会福祉学」と「福祉国家

論」の関係は皆無とは言わなくてもほぼない

といって差し支えない。例えば，日本社会福

祉学会の学会誌である『社会福祉学』におい

て，「福祉国家」という用語をタイトルに冠し

た学術論文はこれまでに数本あるだけである。

その意味で，「福祉国家論」について「社会福

祉学」の立場から論じることは，他の社会科

学系領域に比較して非常に希少であったと言

える。

（２）代表的論者には F．A．ハイエクやM．フリー
ドマンがいるが，その思想的影響は英米のみ

ならず日本でも１９７０年代後半から１９８０年代初

頭における政策転換として明確に現れた。そ

れは当時の英国を「英国病（先進国病）」とし

て批判し，日本独自の路線を打ち出した「日

本型福祉社会論」である。この政策構想

は，１９９０年代初頭の「バブル崩壊」まで「No．１
としての日本」を裏付ける社会モデルとして

広く受け止められてきた。

（３）福祉国家に関する議論で「福祉国家論」と

「福祉国家研究」が区別されて用いられるこ

とはほぼ皆無といってよい。用語の用法につ

いて明確に区別すべきと主張している例とし

て，林 建久（１９９２）があるが，これはむし

ろ例外的である一方，著者の問題意識との共

通点も見いだせることから示唆的である。

（４）メタ的アプローチの意味は「福祉国家を論

じる」のではなく，「福祉国家の『論じ方を論

じる』」ということであり，「論じ方を論じる」

ことで「福祉国家論」を相対化し，「異なる論

じ方」を構想することで「福祉国家」を新し

い枠組みの中で位置づけることをねらいとし

ている。

（５）政治的な権威が正統なものであるのは，ひ

とえにその権威がすでに個々人によって同意

されているからにほかならないが（原初契約），

しかしこの契約が拘束力のある義務を創出す

るにあたって根拠としているのはやはり，契

約に先だって存在する原理，つまり約束は守

らなければならないという（道徳秩序的な）

原理である（Taylor＝２００１：２）。
（６）この点について福田（１９９８：２１８）は，「日

本国憲法に即して言えば，国民主権が『国権

の最高機関』である国会両院議員の選挙，最

高裁判所裁判官の国民審査，そして国家の議

決した憲法改正案に対する国民投票の３つに

ほぼ限定されていることは，周知の通りであ

る」と述べている。

（７）ガバナンスという統治作用が問題となる背

景には，財政危機に伴う政府機構の再編，公

共性と正統性をめぐる異義申立て，デモクラ

シーでの代表制と参加の再検討という問題が

存在している。財政危機と政治行政の腐敗は

統治能力の低下，信頼の低下，アカウンタビ

リティの低下を示すものとして理解された

（武智２００３：１）。

（８）この中で福祉国家は，「さしあたり社会保障

制度を不可欠の一環として定着させた現代国

家ないし現代社会の体制」として定義されて

いる（運営委員会：３）。
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［Abstract］

A Critical Examination of the Theoretical Basis of
Welfare State Theory:

From the Perspective of Social Contract Theory and
Nation�State Theory

Shin�ichiro ITO

This paper critically examines the theoretical basis of Welfare State Theory from the
perspective of Social Contract Theory and Nation�State Theory. The following three argu-
ments are discussed. First, there are five characteristics in how to discuss the welfare state
in Welfare State Theory. Second, the origin of the nation and the agreement of people（con-
tract）in Social Contract Theory are fictional social contract, and they have a theoretical
contradiction in comparison with reality. Third, in Nation State Theory, the concept of citi-
zen is made artificially and historically, and the nation state as a sovereign state provides
a boundary of jurisdiction for the welfare of citizens（the security of life）. However, it is
also important to understand that it includes the chance of compulsory mobilization of the
citizens by the nation.

Key words：Welfare State Theory, Social Contract Theory, Nation�State Theory,

State, Social Contract as Fiction
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